
５月号
2019（令和元）年

広 報 日 の 出

広 報 日 の 出
2019. ５月号

5

日
よ
り
、
町
民
の
皆
様
か
ら
箱
罠
設
置
希
望
者

を
募
集
し
、
現
地
確
認
な
ど
を
行
っ
た
後
、
箱

罠
を
６
月
中
旬
か
ら
約
１
か
月
間
設
置
し
ま
す
。

　

箱
罠
を
設
置
し
た
箇
所
の
土
地
所
有
者
の
方

に
は
箱
罠
を
設
置
し
て
い
る
間
、
見
回
り
を
お

願
い
し
、
罠
が
作
動
し
た
際
に
町
や
業
者
に
連

絡
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
餌
の
交
換
や
、
個

体
の
処
分
は
専
門
業
者
が
行
い
ま
す
。

　

農
地
へ
の
箱
罠
設
置
な
ど
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
、
産
業
観
光
課
が
対
応
し
ま
す
。

※
箱
罠
設
置
希
望
箇
所
に
仕
掛
け
た
セ
ン
サ
ー

カ
メ
ラ
の
映
像
や
、
足
跡
等
で
確
認
し
た
後
、

箱
罠
の
設
置
位
置
を
決
定
し
ま
す
。

※
目
撃
情
報
も
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
秋
に
も
同
じ
事
業
を
行
う
予
定
で
す
。

箱
罠
設
置
希
望
者
申
込
受
付

　

５
月
７
日
(火)
～
31
日
(金)
（
土
日
除
く
）
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
ま
で

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係　

内　

336

・
捕
獲
実
施
場
所　

日
の
出
町
全
域
（
た
だ
し
、

  

住
宅
地
で
は
銃
器
は
使
用
し
ま
せ
ん
。）

・
捕
獲
実
施
日　

土
日
・
祝
日
の
昼
間

  

（
銃
猟
の
場
合
は
、
銃
声
が
聞
こ
え
ま
す
の

  

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

・
捕
獲
従
事
者
は
オ
レ
ン
ジ
系
の
帽
子
、
ベ
ス

  

ト
と
黄
色
い
腕
章
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

問　

産
業
観
光
課 

農
林
振
興
係　

内　

245

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井 2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
開庁時間　午前8時30分〜午後5時15分　閉庁　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜翌年1月3日）

野
生
動
物
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
対
策

　

町
内
で
は
イ
ノ
シ
シ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
な
ど
に

よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

野
生
動
物
に
よ
る
農
作
物
被
害
防
止
の
た
め

に
、
町
で
は
東
京
都
猟
友
会
五
日
市
地
区
に
委

託
し
て
銃
器
や
箱
罠
を
使
用
し
た
有
害
鳥
獣

（
農
作
物
に
被
害
を
与
え
る
動
物
）
の
捕
獲
を
、

年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
作
物
が
野
生
動
物
の
被
害
に
あ
っ
て
い
る

と
き
は
産
業
観
光
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

循
環
組
合
の
焼
却
灰
の
放
射
性
物
質
測
定
結
果

　

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合
は
、
日
の
出

町
内
の
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
施
設
へ
搬
入
す
る
焼

却
灰
（
主
灰
・
飛
灰
・
飛
灰
固
化
物
）
の
放
射

性
物
質
濃
度
、
二
ツ
塚
処
分
場
と
エ
コ
セ
メ
ン

ト
化
施
設
周
辺
の
空
間
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

３
月
１
日
～
27
日
に
行
っ
た
調
査
結
果
は
、

全
て
の
調
査
で
基
準
値
以
下
で
し
た
。
な
お
、

測
定
し
た
数
値
は
、
企
画
財
政
課
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

問　

企
画
財
政
課 

企
画
係　

内　

311

リ
サ
イ
ク
ル
情
報
交
換
コ
ー
ナ
ー

ゆ
ず
り
ま
す　
　
　

① 

車
い
す

■
利
用
し
た
い
方
は
、
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係
へ

５
月
７
日
以
降
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。掲
載
品
は
、

持
ち
主
と
直
接
交
渉
頂
き
ま
す
。
※
品
物
の
や
り

取
り
等
に
関
し
町
は
一
切
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係　

内　

334

定期連載ごみの減量と資源化率の向上に向けて　第６回

～過剰包装やレジ袋の削減とマイバックの普及～

環境にやさしいお買物を意識して過剰包装を減らそう
　　　豪華な包装をすることによって、消費者の購買意欲がそそられるのは事実です。
　　しかし、商品本体を必要としているお客様に過剰な包装は嫌われてしまうかもしれま
　　せん。消費者にも環境にも優しいパッケージを作りたいですね。

レジ袋の削減で得するのはお店だけ？
　　　〝ありがとうございました〟と言われながら何気なく渡されるレジ袋、当たり前のようにもらって、
　　商品を持ち帰り、商品を取り出せばすぐごみ箱へポイッ・・・
　　　レジ袋の原料には貴重な資源である石油が使われています。レジ袋の生産や処理には、多額な費用を
　　要すると共に、少なからず環境に悪影響を与えているということになります。
　　　レジ袋は生活に密着していて、非常に便利なものです。このレジ袋を減らすことはなかなか難しいこ
　　とと思いますが、一人ひとりがごみの減量に関心を持ち、出来ることから行動することによりごみは確
　　実に減量できます。

　　　レジ袋は、誰でもちょっとした工夫で使用量を減らすことができます。

普段からマイバッグを携帯することでレジ袋の削減を
　　　マイバッグを持参することで、毎日の買い物のときに何気なく持ち帰って
　　いるレジ袋について意識する様になります。一人ひとりが見過ごしてしまっている「ムダ」を感じ取る
　　ようになれば、環境にやさしい暮らし全般への意識が高まり、更なる取組へのつながりも期待されます。

問　生活安全安心課 環境リサイクル係　内　334



５月号広 報 日 の 出

広 報 日 の 出
2019. ５月号

2019（令和元）年

6

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
と
軽
減
措
置

　

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
町
の
条

例
が
改
正
さ
れ
、
平
成
31
年
度
か
ら
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
限
度
額
が
表
の
と
お
り
変
更
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
の
前
年
中
の
所
得
が
決
め
ら
れ

た
所
得
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
、
保
険

税
の
均
等
割
額
が
所
得
に
応
じ
て
７
割
、５
割
、

２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
軽
減
の
基
準
と

な
る
基
準
所
得
額
が
引
上
げ
ら
れ
、
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
方
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。（
申
請

手
続
不
要
）

５
割
軽
減
の
拡
大

【
改
正
前
】　

基
準
額
33
万
円
＋
27
万
５
千
円
×

被
保
険
者
数
（
＊
）
以
下

（
夫
婦
２
人
、
子
１
人
で
夫
の
給
与
収
入
の
み

で
約
190
万
円
以
下
）

【
改
正
後
】　

基
準
額
33
万
円
＋
28
万
円
×
被
保

険
者
数
（
＊
）
以
下

（
夫
婦
２
人
、
子
１
人
で
夫
の
給
与
収
入
の
み

で
約
193
万
円
以
下
）

２
割
軽
減
の
拡
大

【
改
正
前
】　

基
準
額
33
万
円
＋
50
万
円
×
被
保

険
者
数
（
＊
）
以
下

（
夫
婦
２
人
、
子
１
人
で
夫
の
給
与
収
入
の
み

で
約
287
万
円
以
下
）

【
改
正
後
】　

基
準
額
33
万
円
＋
51
万
円
×
被
保

険
者
数
（
＊
）
以
下

（
夫
婦
２
人
、
子
１
人
で
夫
の
給
与
収
入
の
み

で
約
291
万
円
以
下
）

＊
軽
減
判
定
所
得
に
は
、
被
保
険
者
全
員
の
所

得
に
加
え
て
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
世
帯
主
の
所
得
も
含
ま
れ
ま
す
。

＊
被
保
険
者
数
に
は
、
同
じ
世
帯
の
中
で
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
に
移
行
し
た
人
も
含
み
ま
す
。

問　

町
民
課 

保
険
年
金
係　

内　

285

る
保
険
税
に
係
る
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。　

　

減
免
に
は
所
得
割
額
と
均
等
割
額
に
対
す
る

軽
減
が
あ
り
、
平
成
31
年
度
よ
り
均
等
割
額
の

軽
減
期
間
が
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

【
変
更
前
】

　

資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
分
の
間

【
変
更
後
】

　

資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
以
後
２
年
を
経
過

　

す
る
月
ま
で
の
間

※
す
で
に
資
格
取
得
し
て
い
る
方
も
、
こ
の
変

　

更
に
伴
う
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
こ
ち
ら
の
制
度
は
申
請
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
加
入
時
に
申
請
し
て
く
だ
さ

　

い
。（
申
請
の
際
に
、
加
入
し
て
い
た
保
険

　

の
資
格
喪
失
証
明
書
・
印
鑑
・
身
分
確
認
書

　

類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

問　

町
民
課 

保
険
年
金
係　

内　

285

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
31
年
度
分
（
令
和
元
年
７
月
分
か
ら
令

和
２
年
６
月
分
ま
で
）
の
免
除
等
の
受
付
は
令

和
元
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
不

慮
の
事
故
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た
場
合
な
ど

に
、
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎ 

０
４
２
８ (

30) 

３
４
１
０

豊かな創造性に富んだ児童・生徒を育成するための教育の充実による人づくり !!

国
民
健
康
保
険
税
の
旧
被
扶
養
者
に
係
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
期
間
の
見
直
し

　

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
が
75

歳
に
な
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
す
る

こ
と
に
伴
い
、
当
該
者
の
被
扶
養
者
（
65
歳
以

上
の
方
）か
ら
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者(

旧

被
扶
養
者)

と
な
っ
た
場
合
、
新
た
に
発
生
す

年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
の
専
門
家
（
社
会
保
険

労
務
士
）
に
よ
る
予
約
制
の
個
別
相
談
で
す
。

年
金
の
気
に
な
る
こ
と
や
不
安
な
こ
と
な
ど
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
23
日
(木) 

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
　
　
（
正
午
～
午
後
１
時
は
除
く
）

※
相
談
時
間
は
、
お
お
む
ね
30
分
以
内

場
所　

役
場
１
階 

町
民
談
話
室

持
物　

相
談
に
関
す
る
書
類
な
ど

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課 

保
険
年
金
係　

内　

284

 

「
放
課
後
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ダ
ン
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
の
お
知
ら
せ

　

東
京
都
で
は
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
文
化
の
面
か
ら
盛
り

上
げ
る
た
め
、Tokyo Tokyo FESTIVAL

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
で
、
ダ
ン
ス

を
テ
ー
マ
に
し
た
企
画
「
放
課
後
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
・
ダ
ン
ス
」（
略
称
Ａ
Ｄ
Ｄ
）
が
志
茂
町

児
童
館
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
！
（
主
催
：
東
京

都
、
公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団

【国民健康保険税の課税限度額】

区　分

課　　税　　額

基礎課税分
後期高齢者
支援金等分

介護納付金分

改正前 58 万円 19 万円 16 万円

改正後
61 万円

（＋ 3 万円）
19 万円

（変更なし）
16 万円

（変更なし）

催

し

保
険
・
年
金

日の出町
ひのでちゃん




